
 

教員採⽤選考試験に関する質問にお答えします
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教員採⽤選考試験に関する質問にお答えします
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Q1 荒天や感染症の影響で⽇程等の変更がある場合、どのような形で連絡がありますか？

荒天や感染症の影響で変更になる場合には、⻑崎県教育庁⾼校教育課のホームページ等でお知らせしますので、こまめに確認するようにしてくださ

い。

インターネットを利⽤して、⻑崎県電⼦申請システムから出願できます。出願は電⼦申請でのみ受け付けています。⼊⼒中のデータを一時保存する

ことが可能です。

特定の資格、免許状等を有する⽅は、加点申請を⾏うことにより、第1次試験に最⼤6点が加点されます。なお、一部については、令和8年3⽉31⽇
までに取得⾒込みの⽅も申請できます。ただし、対象の免許状⼜は資格が取得できなかった場合は第2次試験に合格していても、内定及び採⽤候補
者名簿への登載を取り消す場合があります。

⼩学校・中学校本免（令和7年3⽉1⽇時点において、他⾃治体の国公⽴学校本務教員で、受験する校種・職、教科・科⽬と同一の本務教員経験を2

年以上有しており、令和7年度末まで他⾃治体で国公⽴学校本務教員として勤務を継続する者）は、オンライン受験を事前に申請できます。なお、
県内会場（⻑崎）とオンライン受験を重複して受験はできません。出願については、出願は電⼦申請でのみ受け付けています。オンライン受験の出
願期間は一般の出願期間と異なりますので注意してください。

離島における教育の一層の充実のため、地域に根ざし、離島教育に対する熱意と識⾒を持った優秀な⼈材を採⽤するための制度です。なお、離島教
育特別採⽤選考で受験する場合は、⼩学校の一般受験との併願となります。採⽤時を含めて通算して10年、原則同一離島市町に勤務できることが申
請要件になります。

社会⼈としての柔軟な発想や多様な経験を教育に⽣かすため、⺠間企業等の経験者で、専⾨的な知識・技能を有し、教員としての熱意と識⾒を持っ

た優秀な⼈材を採⽤するための制度で、一部試験免除等の措置があります。

一定の英語⼒を持つ⽅を採⽤するための制度で、教員免許状を持たない⽅でも受験が可能です。⼩学校教諭（英語専科）志願者、中学校英語科教諭
志願者、⾼等学校英語科教諭の志願者で、CEFR B2相当以上の英語⼒を持っている⽅を対象としています。申請内容を審査し、本選考による受験を

認められた場合は、第1次試験の全て⼜は教職教養試験が免除されます。
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Q2 電⼦申請について教えてください。

Q3 加点申請について教えてください。

Q4 県外での受験は可能ですか？

Q5 離島教育特別採⽤選考について教えてください。

Q6 社会⼈特別採⽤選考について教えてください。

Q7 英語資格等保有者特別採⽤選考について教えてください。
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以前、⻑崎県公⽴学校の正式教員として5年以上の勤務経験があり、育児等や諸般の事情を理由に退職した⽅を対象としています。申請内容を審査
し、本選考による受験を認められた場合は、第1次試験の全てが免除されます。

理学療法⼠、作業療法⼠、⾔語聴覚⼠のいずれかの有資格者で、障害の重度重複化や多様化に対応できる専⾨的な知識・技能を持っている⽅を対象
としています。教員免許状を持たない⽅でも受験が可能です。申請内容を審査し、本選考による受験を認められた場合は、第1次試験の全てが免除
されます。

スポーツの分野で卓越した指導実績を有し、教員としての熱意と識⾒を持った優秀な⼈材を採⽤するための制度で、一部試験免除等の措置がありま

す。また、保健体育志願者は1次試験の実技も免除されます。

⾝体障害者等の積極的な社会参加を⽬指すため、特別採⽤選考により優秀な⼈材を採⽤するための制度で、選考については一般選考と分けて⾏いま

す。点字受験や拡⼤⽂字、⼿話通訳、⾞椅⼦での受験など、最⼤限の配慮をします。⾝体障害者⼿帳等をお持ちの⽅は、障害者特別採⽤選考申請書
に必ずその旨を記⼊してください。

⼤学推薦特別採⽤選考の対象者は、⻑崎県教育委員会が指定する教員の一種免許状を取得できる⼤学に在籍する卒業予定者及び、専修免許状を取得
できる⼤学院・教職⼤学院に在籍する者（二種免許状を取得できる短期⼤学に在籍する者も可とする）で、校種は「⼩学校教諭」「中学校教諭（す

べての教科）」「⾼等学校教諭（国語・世界史・⽇本史・地理・公⺠・数学・物理・化学・⽣物・地学・英語・家庭・情報・⼯業（機械・電気・建
築・⼟⽊・⼯業化学）・商業）」「特別⽀援学校教諭」となっています。

⻑崎県の教育に携わる意欲があり、⻑崎県公⽴学校教員を第一志望とし、学⻑⼜は研究科⻑⼜は学部⻑が優秀と認める者に対して、教員採⽤選考試
験の第1次試験の全てを免除します。なお、中学校教諭（技術・家庭）志願者は、第1次試験の全て及び第2次試験の実技試験を免除します。

申請⼿続きは、「⼤学推薦特別採⽤選考」実施要項を確認するとともに、所属の⼤学が推薦指定校であるかを⼤学担当者に確認のうえ、⼿続きをし

てください。また、被推薦者は提出書類とは別に必ず電⼦申請で出願してください。被推薦者による電⼦申請での出願がない場合は、受験ができな
くなるので注意してください。

中学校英語普通免許状を有する⽅⼜は令和8年3⽉31⽇までに取得⾒込みの⽅が志願できます。⼩学校教諭（英語専科）で採⽤された⽅は、原則と

して専科教員（その教科のみ教える教員）などとして外国語活動を中⼼とした業務に携わることになります。

⼩学校教諭普通免許状を有する⽅⼜は令和8年3⽉31⽇までに取得⾒込みの⽅は、⼩学校教諭（英語専科）で合格できなかった場合、⼩学校教諭の
一般選考の対象となります。

中学校のいずれかの教科の普通免許状を有する⽅⼜は令和8年3⽉31⽇までに取得⾒込みであることに加え、特別⽀援学校教諭普通免許状を有する

⽅⼜は令和8年3⽉31⽇までに取得⾒込みの⽅が志願できます。中学校教諭（特別⽀援教育担当教員）として採⽤された⽅は、原則として特別⽀援

Q8 本県本務教員退職者特別採⽤選考について教えてください。

Q9 理学療法⼠・作業療法⼠・⾔語聴覚⼠有資格者特別採⽤選考について教えてください。

Q10 スポーツ指導者特別採⽤選考について教えてください。

Q11 障害者特別採⽤選考について教えてください。

Q12 ⼤学推薦特別採⽤選考について教えてください。

Q13 ⼩学校教諭（英語専科）について教えてください。

Q14 中学校教諭（特別⽀援教育担当教員）について教えてください。



学級⼜は通級指導教室を担当し、校内の特別⽀援教育を推進する役割を担うことになります。ただし、赴任先により通常の学級担任、副担任となる

場合もあります。なお、出願の際は、中学校のいずれかの教科で出願してください。

情報に関する有資格者で、実務経験があり、⾼い専⾨性を持つ⽅を採⽤するための制度です。教員免許状を持たない⽅でも受験が可能です。申請内
容を審査し、本選考による受験を認められた場合は、第1次試験のすべてが免除されます。

栄養教諭普通免許状を取得⼜は取得⾒込みの⽅は、中学校及び⾼等学校の家庭科教諭として出願できます。ただし、合格者は臨時免許状による助教
諭採⽤となり、採⽤後の勤務実績が良好と認められた場合は、翌年度から教諭（特別免許状による）として任⽤されます。

令和6年度において、本県国公⽴学校に教員として臨時的に任⽤され、優秀と認められた⽅のうち、令和7年度における講師登録を令和7年2⽉21⽇
までに⾏った者を対象としています。免除申請があった場合は審査を⾏い、認められた場合は、第1次試験の教職教養試験を免除します。

さらに、上記の⽅のうち、令和5、6年度において、本県国公⽴学校に教員として臨時的に任⽤され、審査の結果、特に優秀と認められた⽅について

は、第1次試験の全てを免除します。ただし、⼩学校教諭・中学校教諭・特別⽀援学校教諭志願者に限ります。

志願する部に対応する⼩学校・中学校・⾼等学校のいずれかの教諭普通免許状と特別⽀援学校の教諭普通免許状が必要（⼜は受験年度末までに取得
することが必要）です。ただし、特別免許状や臨時免許状の取得を前提に出願する場合を除きます。

特別⽀援学校の専⾨科⽬で受験するのが特A区分です。⼩学校や中学校・⾼等学校で実施する教科・科⽬の中から1つを選んで受験するのが特B区分
です。この場合、1次試験では指定された実技試験も受けてください。

○中学校教諭志願者で、第2志望として⼩学校を希望する場合。

⼩学校教諭普通免許状を有する⽅⼜は令和8年3⽉31⽇までに取得⾒込みの⽅が希望できます。中学校第1次試験不合格者の中で、成績優秀の⽅が⼩
学校第2次試験の受験対象となります。また、中学校第2次試験不合格者の中で、成績優秀の⽅が⼩学校第2次試験合格となります。

○中学校英語教諭志願者で、第2志望として⼩学校教諭（英語専科）を希望する場合。

中学校英語普通免許状を有する⽅⼜は令和8年3⽉31⽇までに取得⾒込みの⽅が希望できます。中学校第1次試験不合格者の中で、成績優秀の⽅が⼩
学校教諭（英語専科）第2次試験の受験対象となります。また、中学校第2次試験不合格者の中で、成績優秀の⽅が⼩学校教諭（英語専科）第2次試
験合格となります。

○⾼等学校⼯業教諭志願者で、第2志望として第1志望以外の科⽬を希望する場合。

⾼等学校⼯業を志願される⽅は、志願する科⽬以外の科⽬を第2志望の科⽬として選択することができます。第1志望として出願する科⽬の第1次試
験不合格者の中で、成績優秀の⽅が第2志望科⽬の第2次試験の受験対象となります。また、第1志望として出願する科⽬の第2次試験不合格者の中
で、成績優秀の⽅が第2志望科⽬の第2次試験合格となります。

○養護教諭志願者で、第2志望として⾼等学校教諭（看護）を希望する場合。

Q15 特定教科（情報）特別採⽤選考について教えてください。

Q16 栄養教諭の免許状しか持っていないのですが、家庭科教諭の出願はできますか。

Q17 臨時的任⽤等教員経験者の試験の免除について教えてください。

Q18 特別⽀援学校を受験する場合、どんな免許状が必要ですか？

Q19 特別⽀援学校を受験する場合の特A、特Bの区分について教えてください。

Q20 第2志望が希望できるのはどのような場合ですか。



養護教諭普通免許状に加え、⾼等学校看護教諭普通免許状もしくは看護師免許を取得している⽅が希望できます。（令和8年3⽉31⽇までに取得⾒
込みの者も可）。養護教諭普通免許状と看護師資格しか有しない⽅は、臨時免許状による看護助教諭として採⽤し、採⽤後の勤務実績が良好と認め

られた場合は、翌年度から看護教諭（特別免許状による）として任⽤されます。

○栄養教諭志願者で、第2希望として中学校家庭または⾼等学校家庭教諭（助教諭）を希望する場合。

栄養教諭を志望される⽅は、中学校家庭または⾼等学校家庭教諭普通免許状を有していない場合も、第2志望とすることができます。栄養教諭第1次
試験不合格者の中で、成績優秀の⽅が中学校または⾼等学校家庭の第2次試験の受験対象となります。また、栄養教諭第2次試験不合格者の中で、成
績優秀の⽅が中学校または⾼等学校家庭の第2次試験合格となります。志望する校種の家庭普通免許状を有する⽅⼜は令和8年3⽉31⽇までに取得⾒
込みの⽅が合格となった場合は、教諭として採⽤されます。志望する校種の家庭科普通免許状を有していない⽅が合格となった場合は、臨時免許状
による家庭科の助教諭採⽤とし、採⽤後の勤務実績が良好と認められた場合は、翌年から家庭科教諭（特別免許状による）として任⽤されます。

筆記試験（リスニングを含む）の他に英会話⼒テストを⾏います。班別に、外国語指導助⼿の進⾏で英語による討論を⾏います。

1次試験で実施する実技試験は、中⾼の芸術教科・保健体育の教諭志願者に対して⾏われます。⽤具については、基本的に受験者本⼈の持参となり

ます。⽵⼑・剣道具類、柔道⾐等、⾳楽の楽器（ピアノ以外）等についても同様です。ただし、一部の道具類（実施要項に記載している物）につい

ては県教育委員会で準備します。

また、剣道の「⾯タオル」についても、必ず本⼈持参でお願いします。⾳楽の声楽・器楽において伴奏を希望する場合は、原則として受験者による

相互伴奏としますので、伴奏⽤楽譜の準備も必要です。

⼤学院に進学を予定している⽅、または⼤学院に在籍している⽅が、本県の実施する教員採⽤選考試験に合格した場合、申請により、採⽤候補者の

名簿登載期間を延⻑できる制度があります。

勤務時間は週38時間45分です。休暇制度については、年間20⽇の年次有給休暇が与えられるほか、病気休暇、産前・産後休暇、夏季休暇等の制度
があります。

令和6年4⽉1⽇現在の初任給は、⼤学卒が230,988円となっています。⼿当には期末勤勉⼿当（ボーナス）、扶養⼿当、通勤⼿当、住居⼿当、へき

地⼿当などがあり、期末勤勉⼿当は年間で給料⽉額の4.50か⽉分が⽀給されます。また、特別⽀援学校には別途調整額が⽀給されます。

採⽤されると共済組合と互助組合の組合員になり、病気やけがで⼊院⼜は通院した場合に、医療に要した経費の一部が給付されるほか、結婚、出産
には祝⾦が⽀給されます。宿泊施設については、県内に共済組合直営の施設があるほか、全国にある共済施設も協定料⾦で利⽤することができま

す。

Q21 第1次試験の中学・⾼校英語受験者全員に対して⾏う「英会話⼒テスト」について教えてくだ
さい。

Q22 実技試験について、詳しく教えてください。

Q23 ⼤学院に進学しようか、教員採⽤試験を受けて教員になろうか迷っていますが・・・。

Q24 勤務時間・休暇制度はどのようになっていますか。

Q25 給与・ボーナスはどのようになっていますか。また⼿当にはどのようなものがありますか。

Q26 福利厚⽣はどうなっていますか。

Q27 試験会場について教えてください。



令和8年度（令和7年度実施）⻑崎県公⽴学校教員採⽤選考試験の第1次試験会場は、⻑崎⻄⾼等学校（⻑崎市⽵の久保町）、⻑崎⼯業⾼等学校（⻑
崎市岩屋町）を予定しています。どの受験会場になるかは、受験票交付の際に個別にお知らせします。

試験会場には駐⾞場を準備できませんので、公共交通機関を利⽤してください。例年、交通渋滞等のために、多⽅⾯に不便をかけています。⾃家⽤
⾞での送迎はご遠慮ください。

⻑崎県内で働こうとする⽅で、現在⻑崎県外に居住されている⽅に対して、就職だけでなく移住を含めた⽀援を、ながさき移住サポートセンターが

⾏っております。本部（⻑崎県庁内095-894-3581）または東京窓⼝（080-7735-3852）までご相談ください。

ながさき移住サポートセンターホームページ 新 

このページの掲載元

Q28 県外出⾝者ですが、⻑崎県に移住して教員として働きたい場合どこに相談すればいいでしょ
うか？
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このページヘの質問はこちらから 新
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